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北海道高等教育研究所規約（確定）  

○（設立の趣旨と経過） 

本研究所は、2015 年 5 月 22 日、以下の趣旨に賛同する個人・団体よって設立された。 

 

                        第Ⅰ章 総  則 
 
第 1条 設立の目的と責務 

わが国の高等教育をめぐる情勢は、厳しく、高等教育関係者はもとより、関係する父

母をはじめ多くの国民が、その打開に腐心しているところである。しかし、困難な条件

のなかでも、真に学生・生徒のための教育再建を求める地道な努力が続けられており、

関係者の声は日増しにそのひろがりをみせている。このような状況のもと高等教育・研

究運動の前進をはかると同時に、北海道の高等教育、私学と教育の運動に寄与すること

を目的に我々はここに北海道高等教育研究所を設立する。 

この研究所は、高等教育・研究活動の自主的・民主的な発展に寄与することを目的と

したものであり、そのために高等教育活動の実践家と研究者の共同の活動をすすめ、高

等教育の実践活動（高等教育・私学教育運動）の発展等に貢献することを最大の責務と

している。 

 

第 2 条 研究所の事業案内 

本研究所の事業内容は以下のとおりある。 

 

１ 調査研究活動 

 研究と調査活動を、職場と地域の会員・会員団体の協力で日常的にすすめ、その研究

を深め、交流をはかる。そのため、つぎの活動を進める。 

① 研究例会・共同研究・研究大会を開催 

年に２回程度の研究例会やシンポジウム、研究集会を開催すると同時に、共同研究や

プロジェクトを組織して共同研究や調査活動に取組んでいく。年間の活動成果を反映で

きるように、最低年１回の研究大会を開催する。 

② 受託研究・調査活動 

会員内外の団体から調査・研究を受託し、プロジェクトを組織し活動を行う。 
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２ 事業活動 
 会員・会員団体の研究・調査活動の経過とその交流を活発にし、その成果を普及する

ため、つぎの事業を進める。 
（1）調査研究事業 

1）自主的調査研究事業 
2）受託調査研究事業 
3）そのた 

（2）研究大会・集会、例会 
1）研究大会 
2）研究例会・セミナー 
3）講演会  

（3）日常的事業 
○情報誌「研究所レター」の発行 
○所報「北海道高等教育研究」 
○出版活動 
○講演会の開催や講師等の斡旋 
○その他 
 
３ 組織活動 
 研究所の目的達成をめざして、その組織と活動を拡充・強化するために、会員の拡大

と組織化を行う。 

 
第Ⅱ章 組織と運営 

 
第 3 条 本研究所の構成員と運営体制は以下のとおりである。 
 
１ 会員 
 会員は、研究所の目的に賛同する個人及び団体をもって組織する。 
 （１）個人会員、（２）団体会員に区分する。 
２ 運営機関 
 研究所は、運営に必要な機関として、総会、理事会、事務局を置く。 
(1) 総会は年１回、研究大会とあわせて開く。事業計画と、予算・決算の決定、２年に

１度の役員の選出を行う。 
(2) 理事会は 20 名以内の理事で構成し、代表理事が招集し、研究所の運営の基本を決

める。 
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(3)事務局は、理事会のなかに置き、理事のなかから事務局長 1 名、事務局員若干名を

選出し、研究所の日常的な業務の執行にあたる。 
具体的には、①「研究所報」編集委員会、②研究・調査検討委員会などの専門委員会

を置き活動を推進する。 
③また、定期的な事務局会議と日常の事務処理や各種事業等の企画、組織運営などを行

う。 
 
3. 理事・監事 
（１）理事会 

理事会には次の役員を置く。 

代表理事、副代表理事・事務局長、事務局員は理事の互選により選出する。 

1) 代表理事             ２名 

2) 副代表理事・事務局長   １名 

3) 理事・事務局員       若干名 

 

(2) 監事                2 名 

 

(3) 顧問             若干名 

 

第Ⅲ章  会計等 

 

第 4 条 研究所の経費は個人会費と団体会費等によって賄う。 

1.  会費  個人会員  4,000 円 (幹事団体加入者；2,000 円、学生、シニア；2,000 円) 

2.     団体会員  1 口 20,000 円以上（1口 20,000 円） 

3. 賛助会員          

4.  その他 

 

第 5条 会計年度 

1.会計年度は４月から翌年の３月とする。 

2.毎年の決算については、監事による会計検査を行う。 

 

第６条  研究所の事務局は北海道私大教連に置く。 

 

第７条 この規約の改廃は総会で行う。 

附則 1 この規程は 2015 年 5 月 22 日から施行する。 

 


